
自分たちが飲食店で「ふざけて」しまうのは、どんなとき？

11	 友達
12	 先輩・後輩
13	 部活の仲間
14	 同級生
15	 好きな人
16	 お店の人
17	 とても仲が良い人
18	 こわい人
19	 気になっている人
20	 ノリのよい人

だれ

21	 場を盛り上げようとして
22	 面白いと思われたくて
23	 笑ってほしくて
24	 テンションがあがってしまって
25	 罰ゲームで
26	 他の人もふざけていて
27	 好きな人が見ていて
28	 友達が見ていて

29	 動画に撮られていて
30	 「いいね」がほしくて
21	 気分転換のために
32	 はげましてあげようとして	

なぜ

1	 部活の帰り

2	 試合のあと

3	 塾の帰り

4	 学校の帰り

5	 遊びの帰り

6	 テストが終わったあと

7	 行事が終わったあと

8	 勉強しているとき

9	 ヒマなとき

10	 話をしているとき

いつ

シチュエーションワードを丸で囲みましょう。（複数選択可）

例えば、ファミレスで…

のは、どんなとき？

大声で騒いでしまう

店員さんに
ふざけて声をかけちゃう

ドリンクバ
ーや食べ物

で

遊んじゃう
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16	 お店の人
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18	 こわい人
19	 気になっている人
20	 ノリのよい人

だれ

21	 場を盛り上げようとして
22	 面白いと思われたくて
23	 笑ってほしくて
24	 テンションがあがってしまって
25	 罰ゲームで
26	 他の人もふざけていて
27	 好きな人が見ていて
28	 友達が見ていて

29	 動画に撮られていて
30	 「いいね」がほしくて
21	 気分転換のために
32	 はげましてあげようとして	

なぜ

1	 部活の帰り

2	 試合のあと

3	 塾の帰り

4	 学校の帰り

5	 遊びの帰り

6	 テストが終わったあと

7	 行事が終わったあと

8	 勉強しているとき

9	 ヒマなとき

10	 話をしているとき

いつ

高校 1年生のAくんが、この画像を SNSに公開してしまった背景を
想像してみよう。 シチュエーションワードを丸で囲みましょう。（複数選択可）
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13歳以下 14歳以上

訓戒・指導

　刑事事件とは別に、迷惑行為によって生じた損害
を賠償する（お金で支払う）民事上の責任がありま
す。被告が未成年で、賠償することが難しい場合に
は、原則として親が賠償することとなります。

警 察

家庭裁判所

少年院 保護観察児童養護施設・
児童自立支援施設

児童相談所 検 察

事件発生

刑事上の責任（少年事件手続きの流れの概要）

民事上の責任

　「迷惑行為」は、刑法上の「犯罪」に該
がい
当
とう
する可能性があります。

　例えば、お店のモノを壊したり、汚したりなどの営業を妨
ぼう
害
がい
する行為には、「器

き
物
ぶつ
損
そん
壊
かい
罪
ざい
」（3年以下の

拘
こう
禁
きん
刑
けい
、または 30万円以下の罰金）や「威

い
力
りょく
業
ぎょう
務
む
妨
ぼう
害
がい
罪
ざい
」（3年以下の拘

こう
禁
きん
刑
けい
または 50万円以下の罰金）、

ウソの情報を流して営業を妨
ぼう
害
がい
する行為には、「偽

ぎ
計
けい
業
ぎょう
務
む
妨
ぼう
害
がい
罪
ざい
」（3年以下の拘

こう
禁
きん
刑
けい
または 50 万円以下

の罰金）といった刑を受ける可能性があります。

賠
ばい

償
しょう

近くの警察署・少年サポートセンター

警察相談専用電話　＃ 9110

警察の問い合わせ窓口
少年サポートセンター
� について

少年サポートセンター
� の連絡先

被害を受けたお店から「被害届」が出ると、警察は捜査を行い、検察や家庭裁判所に加害者を送致します。
その後、家庭裁判所では、加害者の生活歴や環境、反省の態度などを調査し、処分を決定します。

Aくんのケースだと…


